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■ 限度額適用認定証をご利用ください！

■ 各種申請書「新様式」の使用にご協力をお願いします

■ 限度額適用認定証のお手続き

■ 申請書は、ホームページから印刷することができます

■ 保険証の使用について

■ 令和2年4月より
 健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます

■ 生活習慣病予防健診のご案内
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協会けんぽからのお知らせ

各種申請書「新様式」の使用にご協力をお願いします

申請書の入手方法等は３ページをご覧ください。

限度額適用認定証をご利用ください！

医療費が高額になりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証を
ご用意ください。

医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなり
窓口での支払額が軽減されます。

手続きの詳細等は2ページをご覧ください。

協会けんぽの各種申請書の新様式は協会けんぽホームページより
ダウンロードし、印刷することができます。
これまでの様式も引き続き使用いただけますが、事務処理を効率化し、

円滑に給付金をお受け取りいただくため、新様式の使用にご協力をお願いします。
また、申請書の提出は便利な郵送をご利用ください。
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申請書は、
ホームページから印刷することができます

◆詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧いただくか、協会けんぽ都道府県支部へお問い合わせください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp 検索協会けんぽ

ネットプリントもご利用いただけます

コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用することで、

即時に申請書等を入手することができます。

ホームページから印刷する方法

協会けんぽの

ホームページへアクセス

ホーム左上にある

「申請書ダウンロード」
一覧より申請書を選択

すべて手書きの場合は

「手書き用申請書」を
印刷

PC入力する場合は

「入力用申請書」に入力
した後で印刷

申請書はパソコンで作成することができます

入力できるPDFファイルを
ホームページから
ダウンロード

入力項目の
説明を参照しながら入力
（入力もれ等をチェックしながら入力できます）
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入力した申請書を印刷し、
手書きする項目を記入、
印鑑を押印

ご加入の協会けんぽ
都道府県支部へ
郵送

3 4






